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農地法第１８条第１項により、農地又は採草放牧地の賃貸借は、政令（政令第２２条）及び規則（規則第６４条、６５条）で定める手

続きに従い、都道府県知事の許可を受けなければ、解約等をしてはならないとされている。 
標準処理期間については、処分にあたって経緯や関係人の状況等詳細に調査･把握する必要があることから、定めることが困難である。 

 
・農地法第１８条第２項 
 
・農地法関係事務に係る処理基準について（平成１２．６．１ １２構改Ｂ第４０４号 事務次官通知） 
   第９ 法第１８条関係 
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市町農業委員会 標準処理期間         ― 目次 
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２７  標準経由期間    ― 

 


